
　
多
子
世
帯
の
幼
児
教
育
期
の

子
育
て
を
支
援
す
る
目
的
で
、

対
象
と
な
る
世
帯
に
子
育
て
応

援
特
別
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

　
平
成
20
年
度
に
お
い
て
小
学

校
就
学
前
３
年
間
に
該
当
す
る

子
ど
も
（
平
成
14
年
４
月
２
日

か
ら
平
成
17
年
４
月
１
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
子
ど
も
）
で
あ
っ

て
、
第
２
子
以
降
の
子
ど
も
が

対
象
と
な
り
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
子
ど
も
１
人
に

つ
き
３
６，
０
０
０
０
円
を
、

同
居
し
て
い
る
世
帯
主
に
支
給

し
ま
す
。

※
支
給
手
続
き
等
、
詳
し
く
は

保
健
福
祉
課（

○72
１
６
０
３
）

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
定
額
給
付
金
の
給
付
対
象
者

は
、
平
成
21
年
２
月
１
日
現
在

で
、
次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方
で
す
。

①
本
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
記

　
録
さ
れ
て
い
る
方

②
本
町
の
外
国
人
登
録
原
票
に

　
登
録
さ
れ
て
い
る
者（
短
期
及

　
び
不
法
滞
在
は
除
き
ま
す
。）

　※
65
歳
以
上
…
昭
和
19
年
２
月

　
２
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方

※
18
歳
以
下
…
平
成
２
年
２
月

　
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

　
定
額
給
付
金
の
申
請
・
受
給

者
は
、
原
則
と
し
て
世
帯
主
で

す
。
た
だ
し
、
世
帯
主
の
委
任

に
よ
り
、
世
帯
の
家
族
構
成
員

が
代
理
申
請
・
受
給
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。
外
国
人
登
録
原

票
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
に
つ

い
て
は
、
そ
の
方
と
な
り
ま
す
。

①
町
か
ら
、
申
請
・
受
給
者
に

　
対
し
て
、
申
請
に
必
要
な
書

　
類
を
郵
送
い
た
し
ま
す
。

※
４
月
８
日
○水 

に
郵
送
す
る
予

　
定
で
い
ま
す
。

②
申
請
・
受
給
者
は
次
の
い
ず

　
れ
か
の
方
法
に
よ
り
給
付
の

　
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
窓
口
で
は
混
雑
が
予
想
さ
れ

　
ま
す
の
で
、
同
封
し
て
あ
る

　
申
請
用
封
筒
に
よ
り
、
郵
送

　
に
よ
る
申
請
を
し
て
い
た
だ

　
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

③
町
で
、
申
請
書
類
等
を
確
認

　
し
て
給
付
の
決
定
を
し
、
ア

　
及
び
イ
の
場
合
は
受
給
者
か

　
ら
通
知
の
あ
っ
た
金
融
機
関

　
の
口
座
へ
振
り
込
み
を
し
ま

　
す
。
ウ
の
場
合
は
後
日
現
金

　
で
給
付
し
ま
す
。

※
給
付
決
定
通
知
書
に
よ
り
、

　
振
込
日
（
又
は
現
金
給
付
日
）

　
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

※
定
額
給
付
金
の
給
付
は
、
原

　
則
と
し
て
金
融
機
関
へ
の
口

　
座
振
込
と
し
、
特
に
や
む
を

　
得
な
い
理
由
が
あ
る
者
に
限

　
り
、
役
場
出
納
室
で
の
現
金

　
給
付
と
い
た
し
ま
す
。

　
申
請
・
受
給
者
に
よ
る
定
額

給
付
金
の
申
請
期
限
は
、
申
請

書
の
受
付
開
始
日
か
ら
６
ヵ
月

が
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

早
め
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
定
額
給
付
金
の
申
請
か
ら
給

　
付
ま
で
の
、
詳
し
い
手
続
き

　
方
法
に
つ
い
て
は
、
町
か
ら

　
郵
送
す
る
書
類
に
記
載
し
て

　
あ
り
ま
す
の
で
、
よ
く
ご
覧

　
に
な
っ
て
手
続
き
を
し
て
く

　
だ
さ
い
。

　
定
額
給
付
金
の
申
請
に
お
い

て
不
明
な
点
が
あ
っ
た
場
合
、

町
か
ら
問
い
合
わ
せ
を
行
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
が
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の

操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と
や
、

給
付
の
た
め
の
手
数
料
な
ど
の

振
込
を
求
め
る
こ
と
は
、
絶
対

あ
り
ま
せ
ん
。

　
定
額
給
付
金
を
装
っ
た
「
振

り
込
め
詐
欺
」
や
「
個
人
情
報

の
詐
取
」
に
は
、
十
分
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

※
定
額
給
付
金
に
関
す
る
お
問

い
合
わ
せ
は
、
総
務
課
（

○72

２
１
１
１
）
ま
で
。

定
額
給
付
金
の
お
知
ら
せ�

子
育
て
応
援
特
別
手
当
の
お
知
ら
せ�


